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平成２7年度の市税等のお知らせ注目
1

　市税等には、住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者
医療保険料などがあります。ここでは、平成２7年度の主な市税等についてお知らせします。

●個人住民税、住宅借入金等特別税額控除の延長および拡充
　適用期限が４年間延長され、平成２９年１２月３１日までに居住された人が対象となります。また、平成２６年４
月１日から平成２９年１２月までに居住された人で、住宅の対価の額に含まれる消費税の税率が８％または１０％
のときは、控除限度額が９7，５００円から１３６，５００円に拡充されます。
●上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
　上場株式等の配当・譲渡所得等に係る１０％軽減税率（所得税７％・住民税３％）の特例措置が廃止され、平
成２６年１月１日以降は、本則税率の２０％（所得税１５％・住民税５％）が適用されます。
●国民健康保険税制度の一部改正
　・低所得世帯の「５割軽減」と「２割軽減」の基準額を見直し、軽減対象世帯が拡充されました。
　・賦課限度額が改正されました。
●後期高齢者医療保険料率等の改正
　低所得者の「５割軽減」と「２割軽減」の基準額を見直し、軽減対象者が拡充されました。

●個人住民税（市県民税）
　その年の１月１日にお住まいの市町村で、市民税と県民税とをあわせて
１年分が課税されます。住民税は、税金の負担していただく能力のある人
が均等の額によって負担する「均等割」とその人の所得金額に応じて負担し
ていただく「所得割」があり、それぞれの税額等は右表のとおりです。
●法人市民税
　資本金等の額と従業員数の規模に応じた均等割額（年５万円から３００万円の９区分）と、課税標準となる法人
税額に税率を乗じた法人税割額をあわせた税額が申告納付となります。
　法人税割額の税率は、平成２６年度１０月1日以後に開始する事業年度から１２．１％です。ただし、資本金等の額
が１億円以下で課税標準となる法人税額が５００万円以下の法人は９．7％となっています。
●固定資産税・都市計画税
　その年の１月１日に土地・家屋等の資産を所有している人に対し
て税目別に計算し、あわせて課税されます（税率は右表のとおり）。
●軽自動車税
　その年の４月１日に軽自動車等を所有（使用）している人に課税
されます。転出または譲渡、廃棄、盗難等で所有しなくなっても、
届け出をしないと課税されますので、必ず届け出をしてください。
●介護保険料（第１号被保険者…65歳以上の人）
　介護保険料は、基準額の４万８，５００円に、所得等の状況により１０段階の係数を乗じて得た額となります。
　所得等の状況により保険料の負担額が変わります。
●国民健康保険税
　医療給付費に使われる「医療分」と、後期高
齢者を支援する「支援分」、そして国民健康保
険の被保険者のうち、4０歳以上６５歳未満の第
２号被保険者が負担する「介護分」の合計額が
課税されます（税額等は右表のとおり）。
●後期高齢者医療保険料
　後期高齢者医療保険料は、均等割額（４万
２，44０円）と所得割額（所得割率８．２９％）の合計
額で、限度額は５7万円です。
　同一世帯内の被保険者および世帯主の所得
の状況により負担額が変わります。

市税等のあらまし

均等割額 所得割額
区　分 一　律 一　律
市民税 ３，５００円 ₆％
県民税 １，５００円 ₄％
合　計 ５，０００円 １０％

税目 課税の対象とな
る資産 税率

固定資産税 土地･家屋･償却
資産 １．4％

都市計画税 市街化区域内の
土地・家屋 ０．２％

※課税資産の内訳は、納税通知書とあわ
せて送付される課税明細書でご確認くだ
さい。

区　分 説明 医療分 支援分 介護分

所得割 加入者の平成２６年中の所得に応じてかかる税率 ６．２％ １．８％ １．０％

資産割 加入者の資産（土地・家屋のみ）に応じてかかる税率 ３０．５％ － －

均等割 加入者１人当たりの税額 ８，０００円 ５，０００円 ８，０００円

世帯別
平等割

⑴　⑵⑶以外 １世帯ご
とにかか
る税額

１万５，０００円 － －
⑵　特定世帯 7，５００円 － －
⑶　特定継続世帯 １万１，２５０円 － －

限度額 １年間の最高限度額 ５１万円 １4万円 １２万円

平成27年度の主な改正点
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問合せ

口座振替をご利用ください
　納めに行く手間と時間が省け、納め忘れもなく安心です。一度登録すれば毎年継続します。
●受付窓口
　取扱金融機関窓口・納税課８番窓口（ゆうちょ銀行を除く取扱金融機関へ提出を代行します）
●手続きに必要なもの
　通帳・金融機関届出印またはキャッシュカード・納税通知書等。※口座振替依頼書は、市内金融機関窓口・
納税課８番窓口にあります。
●取扱金融機関
　みずほ銀行･三菱東京ＵＦＪ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・三井住友信
託銀行・東和銀行・大光銀行・埼玉縣信用金庫・あだち野農業協同組合・ゆうちょ銀行
●郵送での申込み方法
　口座振替依頼書に必要事項を記入・金融機関届出印を押印し、納税課納税担当へ郵送してください。口座
振替依頼書は納税通知書等に同封してあり、切手不要で郵送できます。また、市ホームページから印刷もで
きます。※ゆうちょ銀行はキャッシュカードのみの受付になります。印鑑を利用する場合は専用用紙となり
ますので、直接ゆうちょ銀行（郵便局）窓口で手続きをお願いします。

市税等は納期限内に納めましょう
　平成２7年度の市税等の納期限（振替日）は、下表のとおりです。市税等は、納期限を過ぎて納付する場合、延
滞金が加算されます。必ず納期限内に納付しましょう。※いずれの税・料も普通徴収を対象としたものです。

問合せ
税務課　市民税担当（☎５９4-５５１８）、固定資産税担当（☎５９4-５５１９）
保険年金課【国民健康保険税】国民健康保険担当（☎５９4-５５4１）
               【後期高齢者医療保険料】後期高齢者医療担当（☎５９4-５５4２）
高齢介護課【介護保険料】介護担当（☎５９4-５５4０）
納税課　納税担当（☎５９4-５５２０）

　市県民税と固定資産税・都市計画税は、前納ができます。前納とはその年度の第₁期の振替日に₁～₄期分を全額振替することです。
なお、残高不足等で振替できなかった場合は、₁期は納付書納付、₂期以降は期別にて振替になります。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

固定資産税・
都市計画税

１期
前納

１～4期
6月1日

2期
7月31日

3期
12月25日

4期
2月29日

軽自動車税 全期
6月1日

市県民税
（普通徴収）

１期
前納

１～4期
6月30日

2期
8月31日

3期
11月2日

4期
2月1日

国民健康
保険税

（普通徴収）

１期
7月31日

2期
8月31日

3期
9月30日

4期
11月2日

5期
11月30日

6期
2月1日

7期
2月29日

8期
3月31日

後期高齢者
医療保険料
（普通徴収）

１期
7月31日

2期
8月31日

3期
9月30日

4期
11月2日

5期
11月30日

6期
2月1日

7期
2月29日

8期
3月31日

介護保険料
（普通徴収）

１期
7月31日

2期
8月31日

3期
9月30日

4期
11月2日

5期
11月30日

6期
2月1日

7期
2月29日

8期
3月31日

税目等

納期月 平成27年 平成28年

（ ）

（ ）
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南部公民館=南部学習センター：☎ 592-2458 ｜東部公民館=中央地域学習センター：☎ 591-2695
西部公民館=西部学習センター：☎ 591-0410 ｜北部公民館=東間深井学習センター：☎ 543-2115

中丸公民館=中丸学習センター：☎ 593-1010 ｜学習センター=公団地域学習センター：☎ 592-3325
勤労福祉センター=東地域学習センター：☎ 591-8550 ｜コミュニティセンター=本町西高尾学習センター：☎ 591-8420

募集　第1２回北本ピアノコンクール参加者注目
2

■演奏曲目一覧
連弾部門

部門 課題曲
チャレンジ部門 自由曲１曲（３分以内）

初級部門 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの（５分以内）※複数の曲の組み合わせも可とし、同一作曲家の作品に限らない
中級部門 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの（７分以内）※複数の曲の組み合わせも可とし、同一作曲家の作品に限らない
上級部門 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの（１０分以内）※複数の曲の組み合わせも可とし、同一作曲家の作品に限らない

連弾部門
開催部門 エントリー費

チャレンジ部門 ５，０００円
初級部門 ８，０００円
中級部門 １０，０００円
上級部門 １２，０００円

※各部門とも就学前～一般まで組合せ自由
例：小学生と小学生
　　大学生と高校生
　　生徒と指導者

ソロ部門
開催部門 エントリー費

部門 対象者 予選 本選
A部門 就学前(予選のみ) ３，０００円 ――――
B部門 小学1・2年生 ５，０００円 ６，０００円
C部門 小学3・4年生 ６，０００円 7，０００円
D部門 小学5・6年生 7，０００円 ８，０００円
E部門 中学生 ８，０００円 ９，０００円
F部門 高校生 ８，０００円 １０，０００円
G部門 大学生 ８，０００円 １０，０００円
H部門 大学院生・一般 ８，０００円 １０，０００円

■日程
連弾部門

月日 部門

８月２６日(水)

チャレンジ部門
初級部門
中級部門
上級部門

ソロ部門
予選

月日 部門
９月２６日（土）Ｇ部門　大学生

９月２7日（日）
Ｂ部門　小学1・2年生
Ｅ部門　中学生
Ｆ部門　高校生

１０月３日（土） Ｈ部門　大学院生・一般

１０月４日（日）
Ａ部門　就学前
Ｃ部門　小学3・4年生
Ｄ部門　小学5・6年生

　
本選

月日 部門

１０月３１日（土）
Ｆ部門　高校生
Ｇ部門　大学生
Ｈ部門　大学院生・一般

１１月１日（日）
Ｂ部門　小学1・2年生
Ｃ部門　小学3・4年生
Ｄ部門　小学5・6年生
Ｅ部門　中学生

ソロ部門
部門 対象者 予選 本選

Ａ部門 就　学　前 自由曲１曲　　（ペダル使用不可）

Ｂ部門 小学1・2年生
ブルグミュラー「２５の練習曲　作品１００」（各社）
または　ル・クーペ「ピアノの練習曲ＡＢＣ　作品１7」（各社）より任意の１
曲および自由曲１曲　　計２曲（３分以内）

自由曲１曲
（３分以内、予選曲と同一でも可）

Ｃ部門 小学3・4年生 ツェルニー「１００番練習曲 作品１３９」より任意の１曲および自由曲１曲
計２曲（４分以内）

自由曲１曲
（４分以内、予選曲と同一でも可）

Ｄ部門 小学5・6年生 古典派のソナチネまたはソナタより、任意の１曲の１つの楽章（５分以内）自由曲１曲
（５分以内、予選曲と同一でも可）

Ｅ部門 中　学　生 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの（6分以内） 予選と同じ
(予選曲と同一でも可）

Ｆ部門 高　校　生 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの
※複数の曲の組み合わせも可とし、同一作曲家の作品に限らない

予選と同じ
(予選曲と同一でも可）

Ｇ部門 大　学　生 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの
※複数の曲の組み合わせも可とし、同一作曲家の作品に限らない

予選と同じ
(予選曲と同一でも可）

Ｈ部門 大学院生・一般 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの
※複数の曲の組み合わせも可とし、同一作曲家の作品に限らない

予選と同じ
(予選曲と同一でも可）

■会場
文化センターホール

※申込人数により部門の順番が入れ替わる場合があります。

■開催部門・費用
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北本市役所　☎591－1111（代表）・FAX592－5997

南部公民館=南部学習センター：☎ 592-2458 ｜東部公民館=中央地域学習センター：☎ 591-2695
西部公民館=西部学習センター：☎ 591-0410 ｜北部公民館=東間深井学習センター：☎ 543-2115

中丸公民館=中丸学習センター：☎ 593-1010 ｜学習センター=公団地域学習センター：☎ 592-3325
勤労福祉センター=東地域学習センター：☎ 591-8550 ｜コミュニティセンター=本町西高尾学習センター：☎ 591-8420

募集　第1２回北本ピアノコンクール参加者注目
2

■演奏曲目一覧
連弾部門

部門 課題曲
チャレンジ部門 自由曲１曲（３分以内）

初級部門 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの（５分以内）※複数の曲の組み合わせも可とし、同一作曲家の作品に限らない
中級部門 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの（７分以内）※複数の曲の組み合わせも可とし、同一作曲家の作品に限らない
上級部門 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの（１０分以内）※複数の曲の組み合わせも可とし、同一作曲家の作品に限らない

連弾部門
開催部門 エントリー費

チャレンジ部門 ５，０００円
初級部門 ８，０００円
中級部門 １０，０００円
上級部門 １２，０００円

※各部門とも就学前～一般まで組合せ自由
例：小学生と小学生
　　大学生と高校生
　　生徒と指導者

ソロ部門
開催部門 エントリー費

部門 対象者 予選 本選
A部門 就学前(予選のみ) ３，０００円 ――――
B部門 小学1・2年生 ５，０００円 ６，０００円
C部門 小学3・4年生 ６，０００円 7，０００円
D部門 小学5・6年生 7，０００円 ８，０００円
E部門 中学生 ８，０００円 ９，０００円
F部門 高校生 ８，０００円 １０，０００円
G部門 大学生 ８，０００円 １０，０００円
H部門 大学院生・一般 ８，０００円 １０，０００円

■日程
連弾部門

月日 部門

８月２６日(水)

チャレンジ部門
初級部門
中級部門
上級部門

ソロ部門
予選

月日 部門
９月２６日（土）Ｇ部門　大学生

９月２7日（日）
Ｂ部門　小学1・2年生
Ｅ部門　中学生
Ｆ部門　高校生

１０月３日（土） Ｈ部門　大学院生・一般

１０月４日（日）
Ａ部門　就学前
Ｃ部門　小学3・4年生
Ｄ部門　小学5・6年生

　
本選

月日 部門

１０月３１日（土）
Ｆ部門　高校生
Ｇ部門　大学生
Ｈ部門　大学院生・一般

１１月１日（日）
Ｂ部門　小学1・2年生
Ｃ部門　小学3・4年生
Ｄ部門　小学5・6年生
Ｅ部門　中学生

ソロ部門
部門 対象者 予選 本選

Ａ部門 就　学　前 自由曲１曲　　（ペダル使用不可）

Ｂ部門 小学1・2年生
ブルグミュラー「２５の練習曲　作品１００」（各社）
または　ル・クーペ「ピアノの練習曲ＡＢＣ　作品１7」（各社）より任意の１
曲および自由曲１曲　　計２曲（３分以内）

自由曲１曲
（３分以内、予選曲と同一でも可）

Ｃ部門 小学3・4年生 ツェルニー「１００番練習曲 作品１３９」より任意の１曲および自由曲１曲
計２曲（４分以内）

自由曲１曲
（４分以内、予選曲と同一でも可）

Ｄ部門 小学5・6年生 古典派のソナチネまたはソナタより、任意の１曲の１つの楽章（５分以内）自由曲１曲
（５分以内、予選曲と同一でも可）

Ｅ部門 中　学　生 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの（6分以内） 予選と同じ
(予選曲と同一でも可）

Ｆ部門 高　校　生 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの
※複数の曲の組み合わせも可とし、同一作曲家の作品に限らない

予選と同じ
(予選曲と同一でも可）

Ｇ部門 大　学　生 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの
※複数の曲の組み合わせも可とし、同一作曲家の作品に限らない

予選と同じ
(予選曲と同一でも可）

Ｈ部門 大学院生・一般 任意の自由曲、ただし楽譜が出版されているもの
※複数の曲の組み合わせも可とし、同一作曲家の作品に限らない

予選と同じ
(予選曲と同一でも可）

■会場
文化センターホール

※申込人数により部門の順番が入れ替わる場合があります。

■開催部門・費用
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北本市役所　☎591－1111（代表）・FAX592－5997

南部公民館=南部学習センター：☎ 592-2458 ｜東部公民館=中央地域学習センター：☎ 591-2695
西部公民館=西部学習センター：☎ 591-0410 ｜北部公民館=東間深井学習センター：☎ 543-2115

中丸公民館=中丸学習センター：☎ 593-1010 ｜学習センター=公団地域学習センター：☎ 592-3325
勤労福祉センター=東地域学習センター：☎ 591-8550 ｜コミュニティセンター=本町西高尾学習センター：☎ 591-8420

■申込み方法
　中央公民館および市役所生涯学習課で配布している「参加要項」の記載に従い、下記申込受付期間までにお申し込みください。
申込受付期間
　連弾部門　平成２7年５月７日（木）～平成２7年７月２１日（火）
　ソロ部門　平成２7年6月８日（月）～平成２7年８月３１日（月）　※当日消印有効
問合せ
　北本ピアノコンクール事務局　〒３６4-８６３３　北本市本町１-１１１（生涯学習課内）　☎５９4-５５６7

■審査員のご紹介

■表彰

ソロ部門
予 選 本 選

賞

入　選

奨励賞（B～D部門のみ）

努力賞（B～D部門のみ）

優秀賞（A部門）

最優秀賞（１人）
コンチェルト賞（若干名）
市長賞（１人）
教育長賞（１人）
朝日新聞社賞（１人）
テレ玉賞（１人）
運営委員長賞（若干名）
第１位（各部門）
第２位（各部門）
第３位（各部門）
第４位（B ～ D部門）
第５位（B ～ D部門）
本選奨励賞（B～ E部門より数人）

連弾部門
賞

コンチェルト賞（若干名）

第１位（初級部門・中級部門・上級部門）

第２位（初級部門・中級部門・上級部門）

第３位（初級部門・中級部門・上級部門）

※参加人数により奨励賞あり

【連弾部門審査員】（順不同・敬称略）
中　井　恒　仁　　桐朋学園大学准教授・名古屋音楽大学客員教授
武　田　美和子　　上野学園大学講師・大宮光陵高等学校講師
藤　井　隆　史　　武蔵野音楽大学講師
白　水　芳　枝　　国立音楽大学非常勤講師

【ソロ部門審査員長】
辛　島　輝　治　　東京芸術大学名誉教授

【ソロ部門審査員】（五十音順・敬称略）
石　橋　史　生　　東京学芸大学教授
市　川　雅　己　　洗足学園音楽大学講師
　　　　　　　　　東京家政大学講師
梅　本　　　実　　国立音楽大学准教授
岡　田　敦　子　　東京音楽大学教授
落　合　　　敦　　フェリス女学院大学教授
河　内　　　純　　尚美学園大学教授
橘　高　昌　男　　フェリス女学院大学非常勤講師
　　　　　　　　　武蔵野音楽大学非常勤講師
小　坂　圭　太　　お茶の水女子大学准教授
堺　　　康　馬　　武蔵野音楽大学教授
佐　藤　　　俊　　東京音楽大学講師
　　　　　　　　　愛知県立芸術大学講師
下　田　幸　二　　桐朋学園音楽部門講師
　　　　　　　　　フェリス女学院大学講師

武　田　真　理　　東京音楽大学教授
中　井　恒　仁　　桐朋学園大学准教授
　　　　　　　　　名古屋音楽大学客員教授
奈　良　希　愛　　国立音楽大学准教授
花　岡　千　春　　国立音楽大学教授
播　本　枝未子　　東京音楽大学教授
　　　　　　　　　洗足学園音楽大学客員教授
広　瀬　　　康　　桐朋学園大学教授
峯　村　　　操　　文教大学教授
安　田　里　沙　　文教大学非常勤講師
　　　　　　　　　埼玉学園大学非常勤講師
栁　澤　美枝子　　上野学園大学教授
吉　武　雅　子　　洗足学園音楽大学准教授　
渡　辺　健　二　　東京芸術大学教授

○最優秀賞受賞者は、副賞として平成２８年１月１６日（土）に開催される「きたもとニューイヤー名曲コンサート」で東京フィルハーモ
ニー交響楽団と共演することができます。

○コンチェルト賞受賞者は、平成２８年２月２８日（日）に開催される「北本ピアノコンクールコンチェルト賞受賞者記念演奏会」で室内管
弦楽団と共演することができます。

○連弾部門第１位の入賞者、ソロ部門第３位までの入賞者およびＡ部門優秀賞受賞者による、「北本ピアノコンクール入賞者記念演奏
会」を平成２８年３月１２日（土）に開催します。
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〈広告〉

「もしものときに…」まず、お電話ください。

３０名様以内の
心あたたまるお葬式

消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として「子育て世帯臨時特例給
付金」の支給を実施します。
支給を受けるためには、申請が必要となります。申請書は対象者宛に個別で発送します（※公務員の人を除く）。　

※公務員の人については、申請書の個別発送をしませんので、申請方法や申請時期は、ホームページや広報6月号
でご確認ください。
※今回の給付措置は、臨時特例的に行うもので１回限りです。

お子さんの緊急時に、病児保育室をご利用ください

平成２7年度　子育て世帯臨時特例給付金の概要

注目
4

注目
3

あれ？熱がある！子どもの病気は予測できません。
仕事が休めない、どうしても出かけなくてはならない、
誰にも預かってもらえない、こんな緊急事態の時に病
児保育室がお手伝いします。
実施施設
「北里大学メディカルセンター　病児保育室」
荒井６－１００
対象となる児童
①市内に居住する満１歳～小学校３年生
②集団での保育、または就労等、疾病、事故、出産等に
より家庭においての保育が困難である

③病気または病気の回復期であり、医療機関による入
院治療を必要とせず、また当面症状の急変が予想さ
れない状態である

④医師の診察で③を判断される
⑤感染症の場合には事前に相談が必要である

利用日・時間　
月～金曜日（土・日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日を
除く）　８:３０～１7:３０
利用定員　１日３人（予約順）
利用料金　児童一人につき１日２，０００円（生活保護世帯
は無料）※当日精算となります。
他 利用中病状が悪化した場合、当院または別の医療機
関で治療することがあります。その場合、医療内容に
より一部自己負担となる場合があります。昼食・おや
つ・飲食物等は原則お持ちください。アレルギーのお
子さんを預ける時は、必ず申し出てください。
事前登録・受付・見学などの問合せ　
北里大学メディカルセンター病児保育室（☎５９３-１7８５）
にて随時受け付けます。
受付時間は８:３０～１7:３０（土・日曜日、祝日、１２月２９日～
１月３日を除く）

支給対象者
基準日（平成２7年５月３１日）における平成２7年6月分

の児童手当（特例給付を除く）の受給者および要件を満
たす人。
対象児童
平成２7年6月分の児童手当（特例給付を除く）の対象

となる児童。
※基準日（平成２7年５月３１日）より後に生まれた児童や
基準日（平成２7年５月３１日）以後に死亡した児童は対象
外となります。
支給額　
対象児童１人につき３，０００円 問こども課子育て支援担当（☎５９4-５５３7）

児童手当所得制限限度額
扶養親族等の数 所得限度額 年収の目安

0人 622万円 833.3 万円
1人 660万円 875.6 万円
2人 698万円 917.8 万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002.1 万円
5人 812万円 1042.1 万円
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〈広告〉

「もしものときに…」まず、お電話ください。

３０名様以内の
心あたたまるお葬式

消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として「子育て世帯臨時特例給
付金」の支給を実施します。
支給を受けるためには、申請が必要となります。申請書は対象者宛に個別で発送します（※公務員の人を除く）。　

※公務員の人については、申請書の個別発送をしませんので、申請方法や申請時期は、ホームページや広報6月号
でご確認ください。
※今回の給付措置は、臨時特例的に行うもので１回限りです。

お子さんの緊急時に、病児保育室をご利用ください

平成２7年度　子育て世帯臨時特例給付金の概要

注目
4

注目
3

あれ？熱がある！子どもの病気は予測できません。
仕事が休めない、どうしても出かけなくてはならない、
誰にも預かってもらえない、こんな緊急事態の時に病
児保育室がお手伝いします。
実施施設
「北里大学メディカルセンター　病児保育室」
荒井６－１００
対象となる児童
①市内に居住する満１歳～小学校３年生
②集団での保育、または就労等、疾病、事故、出産等に
より家庭においての保育が困難である

③病気または病気の回復期であり、医療機関による入
院治療を必要とせず、また当面症状の急変が予想さ
れない状態である

④医師の診察で③を判断される
⑤感染症の場合には事前に相談が必要である

利用日・時間　
月～金曜日（土・日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日を
除く）　８:３０～１7:３０
利用定員　１日３人（予約順）
利用料金　児童一人につき１日２，０００円（生活保護世帯
は無料）※当日精算となります。
他 利用中病状が悪化した場合、当院または別の医療機
関で治療することがあります。その場合、医療内容に
より一部自己負担となる場合があります。昼食・おや
つ・飲食物等は原則お持ちください。アレルギーのお
子さんを預ける時は、必ず申し出てください。
事前登録・受付・見学などの問合せ　
北里大学メディカルセンター病児保育室（☎５９３-１7８５）
にて随時受け付けます。
受付時間は８:３０～１7:３０（土・日曜日、祝日、１２月２９日～
１月３日を除く）

支給対象者
基準日（平成２7年５月３１日）における平成２7年6月分

の児童手当（特例給付を除く）の受給者および要件を満
たす人。
対象児童
平成２7年6月分の児童手当（特例給付を除く）の対象

となる児童。
※基準日（平成２7年５月３１日）より後に生まれた児童や
基準日（平成２7年５月３１日）以後に死亡した児童は対象
外となります。
支給額　
対象児童１人につき３，０００円 問こども課子育て支援担当（☎５９4-５５３7）

児童手当所得制限限度額
扶養親族等の数 所得限度額 年収の目安

0人 622万円 833.3 万円
1人 660万円 875.6 万円
2人 698万円 917.8 万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002.1 万円
5人 812万円 1042.1 万円
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〈広告〉

地 域 の 皆 さ ま に、 感 謝 の 気 持 ち で 心 優 し い サ ー ビ ス を

「県央みずほ斎場」「つつじ苑」での式場葬も承ります。
プラザオオノ上尾店　上尾市緑丘 2-5-2
プラザオオノ桶川店　桶川市若宮 1-1-１９
プラザオオノ北本店　北本市山中 1-115

自社式場だからできる

2つのメリット+1
式場使用料　　　￥０です
祭壇使用料　　　￥０です
香典返し2０％ offです
〈メーカー希望小売価格より〉

３つの地域密着型メモリアルホール「もしものときに…」まず、お電話ください。
フリーダイヤル

0120-33-7475365日
24時間
受　 付

プラザオオノ上尾店 メモリアルホール

プラザオオノ㈲

式場 親族控え室

３０名様以内の
心あたたまるお葬式 誕生かぞく

　市では、平成２7年度から平成２９年度までを計画期間
とする高齢者福祉計画２０１５・第6期介護保険事業計画
を策定しました。
計画の策定にあたって
　高齢者福祉計画については、計画期間における目標
を達成するため、どのような高齢者施策を展開してい
くかについて総合的に示し、介護保険事業計画では主
に計画期間の介護保険サービスの利用見込み量等につ
いて示しています。
　この計画の策定に当たり、６５歳以上の市民の人や介護
保険サービス事業者に対し、施策に関するアンケート
調査を行い、計画に広く市民の意見を反映させるため
公募による市民の代表者を含む計画策定委員会を設置
し、委員会の中で様々なご意見をいただきながら計画
を策定しました。
　本計画では、地域の実情に応じたサービスを提供し
ていくための「地域包括ケアシステム」の構築と高齢者
の介護予防を目的とした「介護予防・生活支援総合事
業」を開始します。
計画の概要
基本理念　「みんなでつくる、心かよう健やかなまち」
基本目標　いきいきと健やかに暮らせるまち
　　　　　住み慣れた地域で暮らし続けられるまち
　　　　　安心してサービスを受けられるまち

計画の閲覧
　計画は、高齢介護課、市政情報コーナー（市役所１階）、
中央図書館、地域学習センター（各地区公民館、勤労福
祉センター、コミュニティセンター、学習センター）、
市ホームページ等で閲覧できます。
介護保険料
　６５歳以上の人の介護保険料については、介護保険事
業計画の中で推計した、今後３年間の介護保険サービ
スに必要な事業見込量を基に算出します。北本市では、
高齢化の進展により、この増加が見込まれていますが、
平成２7年度から平成２９年度までの介護保険料基準額を
年額4８，５００円と据置にしました。
　なお、所得水準に応じて、きめ細やかな保険料設定
とするとの国の見直し方針を踏まえ、所得段階を現在
の７段階から１０段階としました。
　介護保険は進展する高齢化の中で、介護を安心して
受けられるように、社会全体で支え合う仕組みとなっ
ています。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いし
ます。

問高齢介護課高齢者福祉担当（☎５９4-５５３９）
　　　　　　　　　介護担当（☎５９4-５５4０）

　組合では、平成２7年２月１7日に新施設建設等検討委員会の答申を受け、新たなごみ処理施設の建設候補地を下図
のとおり、鴻巣市郷地・安養寺地区の一部に選定しました。
　建設候補地は、次の6つの基本的条件を基にして選定されました。

　組合では、市民の人を対象に候補地選定の説明会を次のとおり
開催しますので、参加される人は直接会場へお越しください。
時５月２３日（土）１０:３０～（１０:００～１０:３０受付）
場クレアこうのす大会議室Ａ・Ｂ（鴻巣市中央２９－１・☎５4０－０５4０）
内新たなごみ処理施設の建設候補地について
問鴻巣行田北本環境資源組合（☎５０１－６7０８）

●新たなごみ処理施設の建設候補地

新たなごみ処理施設の建設候補地注目
6

高齢者福祉計画２０1５・第６期介護保険事業計画を策定注目
5

１　 必要とされる面積
の確保

２　 現況の土地利用お
よび将来の開発

３　利便性
４　環境への影響
５　法的制約条件
6　経済性

６つの
基本的条件

鴻巣市カントリー
エレベーター

建設候補地

鴻巣市カントリークラブ

927_P02-09.indd   7 2015/04/17   8:23:28



8 2015年５月１日発行

注
目
情
報

お
知
ら
せ

募
　集

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

保
健
・
子
育
て

安
心
・
安
全

み
ん
な
の
広
場

北本市役所　☎591－1111（代表）・FAX592－5997

　5月２３日（土）の演奏会を前に、出演するヴァスコ・
ヴァッシレフと鷲見恵理子の２人のヴァイオリニスト
が、北本の皆さんにご挨拶するため市役所を訪問し、
市役所１階のホールでミニライブをすることが急きょ
決定しました！
　本番前に、２人の世界的ヴァイオリニストの素晴らし
い音色を間近に聴けるまたとない機会をお見逃しなく。
問 中央公民館（☎５９１－７３２１）
『ヴァスコ･ヴァッシレフ／鷲見恵理子
北本市役所ミニライブ』
時 ５月２０日（水）１５:００～１５:３０　
場 市役所１階ホール　費 無料
ヴァイオリン：ヴァスコ・ヴァッシレフ
　　　　　　　鷲見恵理子（すみ　えりこ）
ピアノ　　　：篠崎朝子（しのさき　ともこ）

『ヴァスコ･ヴァッシレフ　鷲見恵理子
ヴァイオリン･デュオコンサート～響きあい』
時 ５月２３日（土）１4:００開演　
場 文化センターホール
費 前売３，０００円、当日３，５００円、シルバー（６５歳以上）・
学生（高校生以下）２，０００円

北本市スポーツ少年団　団員募集！

５月２０日(水)・２３日（土）、
世界的ヴァイオリニストが北本にやってくる！

注目
7

注目
8

北本市観光協会からのお知らせ

北本市スポーツ少年団では、小学生以上を対象に、スポーツや地域活動を通じて青少年の心とからだを育てると
いう理念のもと、6種目２３団体が活動しています。ぜひスポーツ少年団に入って一緒にスポーツを楽しみませんか。

チーム名 活動場所 連絡先等

野球

高尾アローズ 西小・石戸小校庭 村上 ０９０-８５８4-９５３０　HP http://www.geocities.jp/atsu_ku_０１１３/
中丸ブレーブス 中丸小校庭 狩俣 ０９０-２7３５-９５３１　Ｅ Ｂigwest２２@yahoo.co.jp
埼玉ファインズ 西小校庭 工藤（父母会長） ０９０-２５６３-００６３
リトルジャイアンツ 北小校庭・深井スポーツ広場 栃倉 ０９０-7１7６-２4６５　HP http://klgiants.web.fc2.com/
北本 LP サウスボーイズ 南小・石戸小校庭 三浦康弘（代表） ０９０-7８4０-１８０９
北本Mセブンズ 東小・石戸小校庭 片岡 ０８０-５５１８-５２６２　西田 ０９０-47２３-7８7０
北本アトラス 中丸東小校庭 菅原 ０９０-２２１０-０4８２

サッカー

北本少年サッカークラブ 中丸小・南小校庭 熱海（アツミ） ０９０-２９１６-7２６１　HP http://kitamotossc.web.fc2.com
北本キッカーズ 北小校庭 矢部 ０９０-８８１６-4００５　金子 ０９０-２６３６-３０６２
北本石戸サッカー 石戸小校庭・高尾スポーツ広場 高松 ０９０-１4３８-０7５２　血分 ０９０-９９６３-６５６５　HP http://www．ishitosoccer．com
北本東サッカー 東小・栄小校庭 高橋 ０９０-4００２-６7８０　HPhttp://kitamoto-higashi.j-fa.info/

空手 峰心会北本空手道 南部公民館 酒井☎０4８-５９３-５３２８

バレーボール

ミナミ JVC 南小体育館 吉田 ０８０-３4８８-９５６7
北本中丸 JVC 中丸小体育館 小林☎０4８-５4１-６６２０
ウインズ 西小体育館 松村 ０８０-３５８０-4２５２
北小フレンズMVC 北小体育館 吉住 ０９０-7２５２-１１９８
イースト筋 石戸小・東小体育館 長竹 ０９０-4９６０-２１９８
中丸東 JVC 中丸東小体育館 小島☎０4８-５９２-８２２7

ソフトボール
北本リトルウィッチーズ 南小･栄小校庭 小峯☎０4８-５4３-８５１０
北本東小少女ソフトボールクラブ 東小校庭 木村（監督） ０８０-１２4３-８１６６　山中（父母会長） ０９０-８５６4-１３１１
中丸東小少女ソフトボールクラブ 中丸東小校庭 中村（父母会長）☎０4８-５4２-２２０３

ミニ
バスケットボール

北本ミニバスクラブ 体育センター・栄小・南小体育館 齋藤 ０９０-47１８-4８６０
中丸ガッツ 体育センター・中丸小体育館 平尾 ０８０-１２５２-５２7６

問 各団、もしくは体育課（☎５９4-５５６８）にお問い合わせください。なお、市ホームページにも掲載しています。
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北本石戸サッカー 石戸小校庭・高尾スポーツ広場 高松 ０９０-１4３８-０7５２　血分 ０９０-９９６３-６５６５　HP http://www．ishitosoccer．com
北本東サッカー 東小・栄小校庭 高橋 ０９０-4００２-６7８０　HPhttp://kitamoto-higashi.j-fa.info/

空手 峰心会北本空手道 南部公民館 酒井☎０4８-５９３-５３２８

バレーボール

ミナミ JVC 南小体育館 吉田 ０８０-３4８８-９５６7
北本中丸 JVC 中丸小体育館 小林☎０4８-５4１-６６２０
ウインズ 西小体育館 松村 ０８０-３５８０-4２５２
北小フレンズMVC 北小体育館 吉住 ０９０-7２５２-１１９８
イースト筋 石戸小・東小体育館 長竹 ０９０-4９６０-２１９８
中丸東 JVC 中丸東小体育館 小島☎０4８-５９２-８２２7

ソフトボール
北本リトルウィッチーズ 南小･栄小校庭 小峯☎０4８-５4３-８５１０
北本東小少女ソフトボールクラブ 東小校庭 木村（監督） ０８０-１２4３-８１６６　山中（父母会長） ０９０-８５６4-１３１１
中丸東小少女ソフトボールクラブ 中丸東小校庭 中村（父母会長）☎０4８-５4２-２２０３

ミニ
バスケットボール

北本ミニバスクラブ 体育センター・栄小・南小体育館 齋藤 ０９０-47１８-4８６０
中丸ガッツ 体育センター・中丸小体育館 平尾 ０８０-１２５２-５２7６

問 各団、もしくは体育課（☎５９4-５５６８）にお問い合わせください。なお、市ホームページにも掲載しています。
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北本市役所　☎591－1111（代表）・FAX592－5997

　　　�鴻巣市合併１０周年記念
　　　第５回こうのす花まつりを開催

　　　２０１５おけがわ春のふれあいフェスタ鴻巣市 桶 川 市

 全国有数の花の産地「花のまち　こうのす」をＰＲする花
のイベントを９日間開催します。市内全域が花いっぱい
となる鴻巣市で、楽しい１日をお過ごしください。
時 ５月１６日（土）～２４日（日）９：００～１６：００
場 内【市役所周辺】花の直売やご当地グルメ・ステージイ
ベントなど 【その他会場】ポピーまつり・麦なでしこま
つり（馬室荒川河川敷）、吹上ポピーまつり（コスモスア
リーナふきあげ周辺）、花久の里バラまつり（花久の里）、
オープンガーデン（各家庭）
※期間中は各会場をつなぐ無料シャトルバスを運行しま
す。詳細はホームページをご覧ください。
問 鴻巣市観光戦略課（☎５４１－１３２１）

 みどり豊かな駅西口公園で、子どもも大人も、みんな
で一緒にふれあって、楽しい１日を過ごしてみませんか。
時 ５月１６日（土）９：３０～１５：００
場 駅西口公園および桶川市民ホール
※雨天時は市民ホールのみ（駐車場はありませんので、
公共交通機関などをご利用ください）
内【駅西口公園】子ども向けのゲームや昔の遊びの体
験、大型紙芝居の上演、点字体験やアイマスク体験、
ステージでの催し、模擬店など
【桶川市民ホール】吹奏楽演奏
問 おけがわ春のふれあいフェスタ実行委員会事務局
（桶川市環境課・生涯学習文化財課☎０４８－７８６－３２１１、
桶川市社会福祉協議会☎０４８－７２８－２２２１）

人口…６８，44０人（-９８人）
男性…３4，０7５人（-4０人）
女性…３4，３６５人（-５８人）

○固定資産税　第１期分
○軽自動車税　全期分

世帯数…２８，５１4世帯
※４月１日現在
※（　）は対前月比

人口の
うごき

今月の
納　税

北本市観光協会からのお知らせ

〒３６4－00３５　西高尾₁－２4９
TEL　５９１－１47３　FAX　５77－３47５
メール　info＠machikan.com
H　P　http://www.machikan.com/

●駅からハイキング　参加者2,000人！●
　観光協会、北本市、ＪＲが共催で３月２4日～４月１９日
まで「駅からハイキング」を実施しました。期間中は、
市内外から約２，０００人が参加しました。「駅からハイキ
ング」とはＪＲと地域がともに行うハイキングイベント
で、今回は当協会が市内の桜を巡るおすすめコースを
用意しました。
　前年と比べ実施期間を延長したことで、３月下旬に
開花するエドヒガンザクラから遅めの開花の石戸蒲ザ
クラも楽しむことができ、中には何度も訪れる人もい
らっしゃいました。また、東京や横浜など遠方の人も
多くご参加いただき、北本の魅力を広く知っていただ
く機会になりました。
　次回は１１月の「北本まつり」とあわせて開催予定です
ので、ぜひご参加ください。

●きたもと手づくり市～北本駅前で触れあう
クラフト、アート、雅楽な１日～を開催します●

　観光協会では、より多くの人に北本駅西口多目的広場
を利用していただくことを目的としたキャンペーンを実
施しています。その一環として、きたもと手づくり市を
下記の日程で開催しますのでぜひお出かけください。
時 ５月１０日（日）１０：００～１7:００（雨天中止）
場 北本駅西口多目的広場
他 西口多目的広場の利用に関するキャンペーン詳細は
下記の観光協会ホームページをご覧ください。
URL:http://www.machikan.com/nisiguchi/

バイク駐輪場 北本駅
西口１分

３階建
屋内乗入れで安心です
雨天時、雨具干し可能
※小型ロッカー付

北本市中央2－８０
Ｂ＆Ｃパーキング

☎048-594-0980
090-9314-4588

2,700円/月ヨリ学生

3,000円/月ヨリ一般

お問合せ
申込み

〈広告〉

５０
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